
 

○
厚
生
労
働
省
令
第
百
九
十
号 

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
十
二
月
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

後
藤 

茂
之 

 
 

 

予
防
接
種
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

予
防
接
種
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）  

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 
 

附 

則 

 

第
十
八
条
の
二 
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
っ
た

者
は
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
第
四
条
第
一
項
の
予
防
接

種
済
証
と
は
別
に
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
「
予
防
接
種
証
明
書
」
と
い
う
。
）
を
求
め
る
も
の
に
対
し

て
、
こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

３ 

予
防
接
種
証
明
書
の
交
付
は
、
第
一
項
の
予
防
接
種
を
行
っ
た
者
の
使
用

に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
と
当
該
予
防
接
種
証
明
書
を
求
め
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算

機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
予
防
接
種
証
明
書
に
は

、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
語
又
は
英
語
に
よ
り
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

被
接
種
者
の
氏
名
及
び
生
年
月
日
そ
の
他
予
防
接
種
証
明
書
の
利
用

に
関
し
必
要
な
事
項 

二 

被
接
種
者
が
予
防
接
種
を
受
け
た
期
日
及
び
国 

三 

予
防
接
種
に
使
用
さ
れ
た
ワ
ク
チ
ン
の
種
類
及
び
製
造
販
売
業
者
の

名
称 

四 

接
種
液
の
製
造
番
号
そ
の
他
当
該
接
種
液
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
事
項 

五 

予
防
接
種
証
明
書
の
発
行
者
、
識
別
番
号
及
び
発
行
年
月
日 

 

 
 
 

附 

則 

 第
十
八
条
の
二 

法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
予
防
接
種
を
行
っ
た

者
は
、
当
該
予
防
接
種
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
海
外
渡
航
そ
の
他
の
事
情

に
よ
り
、
第
四
条
第
一
項
の
予
防
接
種
済
証
と
は
別
に
当
該
予
防
接
種
を
受

け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
予
防
接
種
証
明
書
」

と
い
う
。
）
を
求
め
る
も
の
に
対
し
て
、
こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

（
新
設
） 



 

 
 

 

附 

則 

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
十
二
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。 


